
発言委員 内容 回答
次期計画
への反映
有無

反映箇所

1 楠目委員
・あったかふれあいセンターへの社会福祉法人職員の積極的
な参加に対する県の支援をお願いしたい。

・地域福祉政策課(推
進)

　社会福祉法人職員の積極的な参加を促すためには、まずあっ
たかふれあいセンターを知っていただく必要があるため、今年
度県で作成するあったかふれあいセンターに関するパンフレッ
トを県内社会福祉法人へ配布させていただきます。
　また、あったかふれあいセンターでは、定期的に地域住民向
けの交流事業等も実施していることから、県から社会福祉法人
に対し、近隣地区で開催される同事業を案内し、両者が関わる
機会を増やしていけるよう、後方支援を行います。

有
第２章　３－（１）
あったかふれあいセンターの整備
と機能強化

2 清遠委員
・保育士も人材不足。財政面も色々あるかと思うが、保育士
をもう少し増やしていただきたい。

・幼保支援課

　県では、求職者と保育職場とのマッチングや保育士修学資金
の貸付などによる保育士の確保に加え、経営者層を対象とした
業務改善研修など保育士の業務負担の軽減に取り組んでいま
す。
　また、保育士の配置基準の改善など国の新たな動きを踏ま
え、保育士確保対策のさらなる充実を検討しているところで
す。

無

3 土居委員 ・高齢者施設のハード整備に関するＫＰＩは計画にないか。 ・長寿社会課

　介護保険事業支援計画のなかで施設の整備計画を盛り込んで
おり、進捗は当該推進委員会のほか長寿県構想で定期的に把握
しています。
　令和６年度からの整備計画については各市町村にヒアリング
を実施し、必要な整備の支援を行ってまいります。

無

4

徳弘委員

長澤副会
長

・ＬＧＢＴＱについて出てこないが、骨子案１の（13）「権
利擁護の取り組みの推進」というところに入るのかな、人権
に絡むのはここかなと解釈した。
・全国でＬＧＢＴＱについて地域福祉計画で言及している市
町村はいくつかある。高知県としてＬＧＢＴＱの人権尊厳の
保障ということで、それを盛り込んでいただきたい。

・地域福祉政策課（共
生）
・人権・男女共同参画
課

　県民一人ひとりが年齢や性別、障害の有無などに関わりな
く、「困っている人を見逃さず、互いにつながり、支え合う高
知型地域共生社会」を実現するためには、多様性の尊重も重要
です。これは地域福祉支援計画全体を通じた内容となることか
ら、第１章-Ⅰ「計画の基本的な事項」で触れたいと思います。

有
第１章　Ⅰ
計画の基本的な事項

6 宮﨑委員
・介護認定について、できるだけ早期に認定していただくよ
うに努めていただきたい。

長寿社会課

　介護認定については、介護保険法第27条第11項において、
「申請に対する処分は、当該申請のあった日から30日以内にし
なければならない。ただし、当該申請に係る被保険者の心身の
状況の調査に日時を要する等特別な理由がある場合には、当該
申請のあった日から30日以内に、当該被保険者に対し、当該申
請に対する処分をするためになお要する期間及びその理由を通
知し、これを延期することができる。」となっています。
　市町村においては、介護保険法に基づき適正に実施している
ものと考えておりますが、主治医意見書の徴収に時間を要する
場合など、申請者の個々の状態によっては30日以内に認定がで
きない場合もあることを、ご承知いただければと思います。
　なお、適正に実施していない市町村に対しては指導を行って
まいります。

無

7 藤原委員

・高知県は離婚率も非常に高く母子家庭、父子家庭が多い。
県民所得も全国で下の方。共稼ぎが多いということで、厳し
い環境の子ども達の支援や、引きこもり、自殺予防だとか、
いろんな高知県の特徴がでたところがこの施策の中に反映さ
れているので、高知県の特徴を踏まえてこの地域福祉支援計
画を進めていただきたい。

・地域福祉政策課（共
生）

　ご意見のとおり進めてまいります。 有

9

森岡委員

長澤副会
長

・ソーシャルワークの網の目構築プロジェクトの「気づいて
つなぐ高知家地域共生社会研修」について、メンバーになっ
た後に他のメンバーとの集まりが市町村単位などであれば良
いと感じた。メンバーになった後の実践があるとさらにやる
気も生まれるなというふうに思った。
・ソーシャルワーク教育の中で非常に重視しているのはグ
ループワークや振り返り。この研修を受けた人が次に同じよ
うな研修を受ける人と語る場をつくって、実際に自分の関
わった事例について共有したり、そこで新たな気づきや学び
を得たりというような、二段階目の学習の機会を設けていた
だければいいと思った。専門職や支援者のセインが次の段階
でできれば、人材の定着や質の向上につながるのかなと思っ
た。

・地域福祉政策課（共
生）

　次年度に向けて、ソーシャルワークの網の目構築プロジェク
トの拡大を検討しており、県民メンバーの獲得によるネット
ワークの拡大だけでなく、「高知家地域共生社会推進宣言」企
業や団体等との情報交換会の実施等ができればと考えていま
す。
　いただいたご意見も踏まえながらバージョンアップを検討し
てまいります。

無

10 長澤副会長

・令和６年４月から困難女性支援法が施行される。現在は計
画策定段階のためこの計画に盛り込むことは難しいと思う
が、支援の対象者として入れていただいたり、困難女性支援
の計画で定める事との連携についてこの計画の中に入れてい
ただきたい。

・地域福祉政策課（共
生）
・人権・男女共同参画
課

困難な問題を抱える女性への支援についての項目を立て、支援
の方向性を記載するよう調整します。

有
第２章　１－（13）
様々な困難を抱える女性への支援

令和５年度第１回高知県社会福祉審議会地域福祉専門分科会における委員からの主な意見

委員からの意見 対応案

整理
番号

担当課

5 徳弘委員

・国とか大きい話になってくると思うが、民生委員も同じ
で、ボランティア休暇やボランティア活動に使っていい有休
制度などができないか。こういう声は全国的にあると思うの
で、そういった部分も地域福祉支援計画などに入ったらいい
と思った。

・地域福祉政策課（推
進）

　現状、ボランティア休暇は労働基準法で定められていないた
め、本休暇の導入は事業主の判断によるものとなっています。
　厚生労働省はボランティア休暇制度の導入を推進しています
が、令和４年度の意識調査では導入している企業は全体の6.5％
に留まっています。
　一方で、近年は地域貢献活動や自然・環境保護活動などのボ
ランティア活動に対する関心は高まっており、従業員の社会貢
献や多様な経験による成長を後押しするものと考えます。
　また、民生委員・児童委員は、民生委員法に基づき地域の中
から推薦のあった方を市町村の推薦会で審議し、知事の推薦を
経て厚生労働大臣から委嘱された非常勤の特別職地方公務員で
す。
　会社員などの被雇用者の場合は、「雇用主の承諾があり、活
動に支障がないと認められる者であること」と定めており（審
査基本方針）、被雇用者の民生委員・児童委員も多数活動して
います（活動に際し、休暇制度を利用しているかは不明）。
　以上のことから、休暇制度については関係法の改正等が必要
となるため、県の地域福祉支援計画に反映するものではありま
せんが、国の動向を注視し、必要に応じて関係団体と連携しな
がら民生委員・児童委員の活動を後押ししていきたいと考えて
います。

無

8

森岡委員

長澤副会
長

・小さい頃から地域の中で活動するという感覚がないと、将
来リーダーになる人材は生まれづらいということを現場で感
じている。教育の中に地域福祉を盛り込んでいただけたら、
現場の動きもより活発になっていけると感じた。
・３－（２）「福祉・介護人材の確保対策の推進」に、長期
的な人材確保の視点で福祉教育について織り込んでいただき
たい。

・地域福祉政策課（災
害）
・長寿社会課

【小さい頃からの地域活動について】
　福祉教育関係者と学校関係者等の地域との十分な連携、協議
の場が不足していることや、地域の実情や対象者に応じた効果
的なプログラムの企画が課題となっています。
　そのため、高知県社会福祉協議会が中心となり福祉関係者や
学校関係者等による検討会を令和４年度から開催し、多様なプ
ログラムや日常生活をベースとした学習の展開に向け取り組ん
でいます。
　また、各市町村ごとに市町村社会福祉協議会や学校、教育委
員会等が目的や事業を共有して実践するプラットフォームづく
りを進めており、市町村単位で福祉教育の推進に取り組んでい
ます。
　県としてもこれらの取組を支援し、高知県社会福祉協議会と
連携しながら取り組んでまいります。

【長期的な人材確保の視点での福祉教育について】
　ご意見のとおり次期計画に盛り込んでまいります。

有

【小さい頃からの地域活動につい
て】
第２章　２－（７）
地域の福祉活動への若い世代など
地域住民の参画の推進

【長期的な人材確保の視点での福
祉教育について】
第２章　３－（２）
福祉・介護人材の確保対策の推進

資料５
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内容 回答
次期計画
への反映
有無

反映箇所

11
・「たて糸」の中でも横の連携が必要であることを明確にすべきで
は。

・地域福祉政策課（共
生）

　「たて糸」の取り組みを進めるうえで重要なことは縦割りの制度サービス
のすき間を埋めて包括的な支援体制を構築することと考えています。
　ご指摘いただいているように、行政の仕組みづくりにも横の連携が重要で
あり、国が進める重層的支援体制整備事業の中にも多機関協働事業が位置づ
けられています。
　たて糸の中での横の連携については、たて糸の取り組み全体に関わる部分
となるため、総論で触れることとしたいと思います。

有
第２章　１
総論に記載予定

12
・「たて糸」は「相談支援体制づくり」ではなく「包括的な支援体制
づくり」とすべきでは。

・地域福祉政策課（共
生）

　ご意見のとおり、包括的な支援体制づくりでは「相談支援体制」づくりだ
けではなく、「参加支援」「地域づくりに向けた支援」にも取り組む必要が
あることから、計画の内容１を「『高知型地域共生社会』の実現に向けた包
括的な支援体制づくり（『たて糸』の取り組み）」とします。

有

第２章　１
「高知型地域共生社会」の実
現に向けた包括的な支援体制
づくり

13
・骨子案の「地域づくり」と法の求める「地域づくり」の関係整理が
必要ではないか。

・地域福祉政策課（共
生）

　ご意見のとおり整理を行い、第２章の２のタイトルを「高知型地域共生社
会」の実現に向けた地域のネットワークづくり」とします。
　また、社会福祉法で求められる「地域づくり」は計画の内容の３「『高知
型地域共生社会』を支える基盤づくり・人づくり」にも関連することから、
総論でその点について触れることとしたいと思います。

有

第２章　２のタイトルを「高
知型地域共生社会」の実現に
向けた地域のネットワークづ
くりに修正
地域づくりについては第２章　
３の総論に記載予定

14
・「専門職」が「たて糸」「よこ糸」のどちらに属するのか分かりに
くいように思われる。

・地域福祉政策課（共
生）

「たて糸」、「よこ糸」双方に重要な存在と考えています。さらに人材確保
は「基盤」でもあることから、それぞれに「たて糸」では制度メイン、「よ
こ糸」では連携メイン、「基盤」では純粋な人材確保メインで書き分けてい
くと考えています。

有 各柱で書き分け

15
・法の求める「相談支援」「参加支援」「地域づくりに向けた支援」
をはじめ、「アウトリーチ等を通じた継続的支援」、「多機関協働」
との関係が骨子案では分かりにくいのではないか。

・地域福祉政策課（共
生）

　第２章の１を「『高知型地域共生社会』の実現に向けた包括的な支援体制
の整備」とし、重層的支援体制整備事業を含め、包括的な支援体制の整備に
ついて１－（１）「市町村における包括的な支援体制の整備の推進」で各分
野に共通して取り組むべき事項として触れることとします。

有
第２章　１－（１）
市町村における包括的な支援
体制の整備の推進

16 ・SDGｓについての記載を引き続き検討して欲しい。
・地域福祉政策課（共
生）

　SDGsについては地域福祉支援計画全体を通じた内容となることから、第1章
-Ⅰ「計画の基本的な事項」に盛り込むほか、第２章-Ⅱの各項目にSDGs開発
目標項番を表示することとしたいと思います。

有 全体

骨子に関する後日意見

委員からの意見 対応案

整理
番号

担当課

17

・あったかふれあいセンターの活用について、各センターのこれまで
と現状を踏まえたときに、どこまでの拠点機能を持つことが可能かを
整理する必要があるのではないか。あるいは「拠点」の補完機能を担
うことが望ましい場合もあるのではないか。

・地域福祉政策課（推
進）

　あったかふれあいセンターでは、相談・訪問・つなぎ等の機能を通じて課
題を抱える世帯を把握し、支援機関につなげる役割を持っています。
　一方で、同センターには専門資格を持たない職員も多数いるため、管轄内
の課題を抱える全世帯に対してその役割を担うことは困難です。そのため、
「行政主体の『たて糸』」である市町村の多機関協働による包括的な支援体
制整備の促進に関する協議の場において、当センタ－が積極的に参画し、市
町村や専門機関（センターを補完、サポートする役割）との役割分担をこれ
まで以上に明確にする必要があります。
　実際、一部のセンターからは既に、利用者の抱える課題の深刻さや要介護
度の高さ等から、対応に困難を感じているという声も聞かれるため、早急に
対応する必要があると考えています。
　以上のことから、あったかふれあいセンターは介護や高齢者といった分野
や属性によらず地域の困りごとや相談ごとを早期に発見し、必要な支援につ
なぎ、深刻な課題を抱える事例などに対しては迅速に市町村や専門機関へつ
なぐことができるよう、日常的に役割分旦を明確にし、情報共有できるネッ
トワークの構築を進めてまいります。

有
第２章　３－（１）
あったかふれあいセンターの
整備と機能強化

資料５
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